
教育委員会提出議案 

 

第１４号議案 

豊島区立子どもスキップ条例施行規則の一部を改正する規則 

上記の議案を提出する。 

  令和８年３月２６日  

豊島区教育委員会教育長  清 野  正 

 

豊島区立子どもスキップ条例施行規則の一部を改正する規則 

豊島区立子どもスキップ条例施行規則（平成２９年教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第２－３号様式までを次のように改める。













別記第５号様式を次のように改める。 



別記第７号様式を次のように改める。



附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の様式の用紙については、残品の存する限り、所要 

の修正を加え、又は読替えを行い、なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

豊島区立子どもスキップ条例施行規則（平成29年教育委員会規則第７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別記第１号様式 （略） 別記第１号様式 （略） 

別記第２号様式 （略） 別記第２号様式 （略） 

別記第２―２号様式 （略） 別記第２―２号様式 （略） 

別記第２―３号様式 （略） 別記第２―３号様式 （略） 

別記第５号様式 （略） 別記第５号様式 （略） 

別記第７号様式 （略） 別記第７号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】子どもスキップ条例施行規則改正要点 

 

【議案第１４号】子どもスキップ条例施行規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正理由 

 別記様式の表記及び記載事項の整理を行い、利用者の利便性の向上を図ると

ともに、事務処理の簡便化及び効率化に資するよう所要の整備を図るため。 

 

２ 施行期日 

 令和８年４月１日 

 

３ 主な改正内容 

 別記第１号様式において、保護者欄と緊急連絡先欄の整理を行うとともに、別

記第２号様式において、通勤経路欄を削除し、入室時間及び退室時間欄の整理を

行う。 

 その他の様式において、表記の順序を統一するとともに、不要な記載の削除を

行う。 


